
資料１ 事業に関連する主な長期計画等（抜粋） 

名称及び策定時期 主な内容 

宮古市総合計画 

・後期基本計画（案）

【平成27年3月策定 

予定】 

第２編 部門別計画 

第１章 三陸沿岸地域の拠点都市としての基盤形成 

第６ 賑わいのある市街地の形成 

（現状） 

○道路、公園、交流拠点などの都市基盤施設の整備が立ち遅れているほか、

東日本大震災により、中心市街地地区周辺の公益的施設が甚大な被害を受け

ており、早期の復旧が必要です。また、震災復旧により、居住地区や商業施

設、公益的施設などの分布が変わり、人の流れも変わるなど、コミュニティ
※１機能や地域活力の維持・低下が懸念されます。 

○宮古駅の周辺においては、市街地の中心地区としての機能や広域交通の結

節機能の強化が期待されています。 

○市街地においては人口の減少が進んでおり、また、自家用自動車の普及や

大型小売店の郊外立地などにより空き店舗・空き地が増加しています。 

（課題） 

○被災した公益的施設を早期に復旧するとともに、津波をはじめとする大規

模な災害が発生しても、必要な都市機能が維持可能な防災・災害対応の拠点

となる施設の整備が必要です。 

○宮古駅周辺は交通、交流の拠点であり、市街地の中心地区でもあることか

ら、機能性、利便性、コミュニティ性の高い公益的施設及び基盤整備が必要

です。 

○市街地において便利で暮らしやすい住環境の整備とともに、安心して居住

できるよう防災機能の強化が必要です。 

○市街地における回遊性を向上させるような施設の整備や取組み、商業機能

の充実を図るなど、市街地に賑わいを創り出し、波及させるようなまちづく

りが必要です。 

○復興まちづくり計画における各種事業※２の市街地への影響や変化を検証

し、市民の意見を取り入れながらまちづくりを進めることが必要です。 

※１ コミュニティ 

住民相互の様々な分野（消費、生産、労働、教育、衛生・医療、遊び、

スポーツ、芸能、祭り等）において深く結びついている集まり（社会）、地

域共同体 

※２ 復興まちづくり計画における各種事業 

災害公営住宅整備事業、津波復興拠点整備事業、浸水対策事業、津波避

難路等整備事業 

（施策の方向） 

○中心市街地において、被災した公益的施設及び災害時等に必要な役割を担

う施設を一体的に整備することにより、宮古駅周辺を中心とした一帯の拠点

性、機能性、利便性を高めます。 

○復興まちづくり計画における各種事業の実施による影響や変化を検証し

ながら、引き続き市街地の環境整備を行います。 

【基本事業１】中心市街地の環境整備 

○ＪＲ及び三陸鉄道宮古駅南側に、防災拠点となる施設、被災した公益的施

設、地域活力を創出するための施設を一体的に整備することで、市民に親し

まれ、地域の主体性が発揮される中心市街地の拠点を整備します。 

（関連計画） 

①宮古市都市計画マスタープラン 

②宮古市東日本大震災地区復興まちづくり計画 

③宮古市公共交通ビジョン（H26-31） 
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宮古市新市建設計画 

（変更案） 

【平成16年11月策定】

【平成27年3月変更 

予定】 

第１章 序論 

１ 新市建設計画策定の方針 

（３）計画の期間 

 この計画における基本施策及び主要施策、公共施設の適正配置と整備及び

財政計画は、合併後、おおむね 15 年間（平成 17 年度から平成 31 年度）を

計画期間とします。 

第４章 新市の施策（分野別施策） 

（１）三陸沿岸地域の拠点都市としての基盤形成 

〔重点的な施策の体系〕市街地の整備 

〔主要な事業〕事業名 中心市街地拠点施設整備事業 

（８）新しいまちにふさわしい行財政運営の推進 

〔重点的な施策の体系〕行財政運営の効率化 

〔主要な事業〕事業名 庁舎建設基金積立 

（合併リーディング・プロジェクト、一体化先導プロジェクト）

宮古市新市基本計画 

（変更案） 

【平成 21 年 5 月策定】

【平成27年3月変更 

予定】 

＊宮古市新市基本計画（平成21年5月策定）で追加した事項 

第４章 新市の施策（分野別施策） 

１ 分野別施策の方向 

（７）新しいまちにふさわしい行財政運営の推進 

〔主要な事業〕事業名 庁舎等整備事業 

（合併リーディング・プロジェクト、一体化先導及び地域創造プロジェクト）

＊宮古市新市基本計画（平成27年3月変更）で追加した事項 

第４章 新市の施策（分野別施策） 

１ 分野別施策の方向 

（１）三陸沿岸地域の拠点都市としての基盤形成 

〔主要な事業〕事業名 中心市街地拠点施設整備事業 

（合併リーディング・プロジェクト） 

宮古市東日本大震災復

興計画・基本計画 

【平成 23 年 10 月】 

第２ 都市基盤づくりの方針 

（４）市民生活を支える公共施設の復興と防災力の強化  

産業振興施設や文教施設、保健・医療・社会福祉施設など、市民の安全

快適な生活を支える公共施設の早期復旧・整備を図ります。また、全庁的

な視点による公共施設の再配置の実施と併せ、災害に強い拠点施設として

の市役所本庁舎のあり方について検討を進めるとともに、安全性の高い避

難路、避難場所の整備などによる防災力の強化を図ります。 

（詳説） 

②防災機能の強化、市民サービスに配慮した公共施設の整備 

災害発生時には、避難者を安全に収容する施設が必要となり、また、今回

のような大規模な災害の場合は、救援物資の集積・配送機能を担う防災拠

点施設が被災者救護・支援に大きな力を発揮します。 

このため、様々な態様の災害に対応し発災時の救援活動の中心となる防災

拠点施設の整備について検討を進め、その整備にあたっては、広大な市域

をカバーすることができるよう地域毎のサブ拠点の整備にも配慮する必要

があります。  

なお、これらの施設は、平常時は公民館、地域のコミュニティ形成に資す

る施設や市民サービスを提供する施設として利用できることが望ましく、

災害発生にあたりその機能を発揮する施設として整備していくものとしま

す。  

なお、市役所本庁舎については、市の災害対策の中枢として機能の維持の

観点から、移転、新規建設も含め、その整備について検討を進めます。 
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＊宮古市東日本大震災復興計画・推進計画（平成24年3月策定） 

第１ 復興事業の推進 

（２）復興事業の概要 

【復興の柱】すまいと暮らしの再建 

  ③保健・医療の確保・充実、④福祉の充実 

   事業名 保健福祉施設整備事業（保健・医療・福祉施設の復旧） 

      安全な地域づくり 

  ①災害に強いまちづくりの推進 

   事業名 津波復興拠点整備事業（計画的な土地利用の推進） 

          市本庁舎の整備（公共施設の再配置） 

＊宮古市東日本大震災地区復興まちづくり計画（平成 24 年 3 月策定） 

４．公共施設の配置方針 

大震災津波において、海沿いの産業振興施設や文教施設、医療・社会福祉

施設等、主要な公共施設が壊滅的な被害を受け、これら施設の早期復旧・整

備と再開が大きな課題となっています。 

この課題解決に向けて、復興計画、被災地域の土地利用の方針とも合致し

た、適切な位置そして機能、規模、複合化等をあわせて検討することが急務

となっています。 

このため、次の点に留意し総合的な検討を行い、被災地区の復興にあわせ

て、安全で快適な市民生活を支える公共施設の適正配置を進めます。 

５．地区別の復興まちづくり計画 

（４）中心市街地地区  

 ■復興まちづくり方針 

●安全性を踏まえた公共施設等の再配置を行います 

宮古駅周辺の低未利用地も活用し、市全体の公共施設の適正配置を

勘案しながら公共・公益施設の集約を図ります。【②津波復興拠点整

備事業】 

（宮古市企画課まとめ） 
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資料３ 市民が主体の「健康まちづくり」の取り組みイメージ 
 

１ 健康まちづくりの目的 

 交流や保健、福祉などの機能が、公共交通体系の中心となる宮古駅の南側に集約され、

人が集い、賑わいを創出する場として新たな拠点が整備されます。 

 本市においても更に高齢化が進みますが、多くの市民が自立的に、また必要に応じて地

域の支援を得て、より活動的に暮らせるまちづくりが求められ、拠点施設の整備を機に「健

康まちづくり」の取り組みがこれまで以上に活発に展開されることが期待されます。 

 まち全体を「健康づくりの場」として一体的に活用し、市民が健康づくりに積極的に取

り組むことは、「健康寿命の延伸」や「生きがい対策」だけでなく、高齢者を中心とした多

世代がコミュニティ活動に参加するなど「地域活力の創出」にもつながります。 

  

２ 具体的な取り組み例 

（１）運動プログラムの実施 

各種団体（関係団体やＮＰＯなど）や総合型地域スポーツクラブ1、自治会・町内会、市

民グループなどが主体的にあるいは連携し、住民の健康意識を高め、運動習慣を身につけ

るための各種プログラムを提供します。また、運動だけでなく、健康に関する「知識」を

提供する場を設け、年齢や体調に合わせたプログラムが可能となります。 

 

－高齢者向けプログラム例：貯筋運動教室（ロコモ2対策） 

 

 

 

 

－中年向けプログラム例 

１：スマートダイエット教室（メタボ対策） 

２：（ノルディック）ウォーキング、ヨガ、太極拳教室等 

 

 

 

 

                                                   
1 総合型地域スポーツクラブ：地域において、子どもからお年寄りまで、スポーツを愛好する人々

が誰でも参加できる、総合的なスポーツクラブのこと。文部科学省では、各市町村において、少

なくとも一つはクラブを創設することを目指しており、宮古市では、（一財）宮古市体育協会が運

営する「シーアリーナ・スポーツクラブ」と「非営利活動法人エムジョイ」の 2団体が活動して

いる。 
2 ロコモ：運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態を「ロコモティブシンドローム

（略称：ロコモ、和名：運動器症候群）」という。 進行すると介護が必要になるリスクが高く

なる。  
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（２）「まち歩き」の推進 

 健康レベルに合わせて難易度が選択できる「まちなか散策ルート」を提供します。ま

た、歩行を促す仕組みづくりとして、森・川・海の景色を楽しむコース、魚菜市場や商

店街、図書館などの施設や「まちなか」の様々な魅力に触れ合う散策コースなど、「みや

こ」の魅力を再発見するルートを設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中心市街地のまちなか散策ルートの例   みやこの魅力に触れ合う散策ルートの例 

（市民ワークショップ「まち歩き」の成果） 

 

３ 取り組みの波及効果 

・まちなか散策や各種運動プログラムを日常生活に取り入れることは、住民の健康づくり

につながるため、医療費抑制という点からも有効です。 

 【取組効果の事例】 

年間の医療費抑制効果 ＝歩行数の増加した住民数 ×１日当たりの歩行増加量 

             ×０．０６１円／歩 ×３６５日 

 （出典：筑波大学久野研究室） 

 

・各種団体や総合型地域スポーツクラブに、「健康づくり」という視点から「運動習慣を

身につけたい人」「運動の機会がない人」「運動嫌いの人」にプログラム提供を行ってもら

うことで、団体・クラブ運営にも貢献し、育てることができます。育成された人材や蓄積

されたノウハウは地域の財産となります。 

・参加者を組織化することで、運動だけでなく、イベントや地域の行事にも参加の機会を

得て、コミュニティづくりの中心となっていくことも考えられます。 
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¥0
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¥12,000,000

¥14,000,000

¥16,000,000

初年度 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目

水銀灯300w累計

LED‐××累計

器具 50 個、1 日 12 時間 365 日、10 年間利用の場合 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

目標値 

一日の最大需要電力抑制ポイント 

一日で最も大きく電力を使用する 

時間帯における電気機器の管理を

行うことや蓄電池による電力補完

などにより最大需要電力を効果的

に抑制できます 

※電力のピークコントロールや「見える化」による電力料金削減のイメージ 

（時） 

資料４ 省エネルギーの取り組み例 

１ 電力のピークコントロール 

 電力目標値を超えないようにデマンド（最大需要電力）監視し、照明や空調などの自動制御を

行い、節電します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ エネルギーの見える化 

 使用している電力をリアルタイムに見せる 

ことで、電力利用の意識向上を図り、省エネ 

効果を引き出します。 

 

 

 

３ 照明のＬＥＤ化 

 照度、耐久性、メンテナンス性、トータル 

コストに優れたＬＥＤ照明を使用することで、 

節電を行います。 

 

（月） 
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

減少 

最
大
需
要
電
力 

目標値 

目標値を超えないように電気 

機器の制御等を継続することで 

契約電力が減少 
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資料５ 一時避難者数の推計 

 

１．地域防災拠点施設の位置づけ 

「避難場所」とは、津波、洪水、がけ崩れなどの危険から身を守るため、真っ先に避難

する場所（高台など）です。これに対し「避難所」とは、避難生活がある程度長引くと考

えられる場合に、自宅の損壊などにより、自宅での生活が困難な避難者が生活するための

施設（学校の体育館など）です。 

 地域防災拠点施設（以下、「拠点施設」という）は、「高台」と同じ役割を想定し、整備

後には宮古市地域防災計画に基づく「避難場所」に指定することを検討しています。 

 

 

２．拠点施設への避難エリアの検討 

拠点施設を避難場所として想定するエリア（以下、「避難エリア」という）を、図１のと

おり検討しています。 

このうち、宮古駅北側と連絡する避難通路を使用して避難するエリアを、栄町の一部、

大通三丁目、大通四丁目とし、宮古駅南側の避難エリアを、宮町一丁目の一部、南町の一

部（国道１０６号の北側）と想定します。 

なお、避難エリアは、津波の想定到達時間と避難場所までの移動に要する時間距離等を

勘案し、避難エリアの指定について、地域住民の意向を踏まえ、今後、精査していきます。 

  

 

 
図１ 「拠点施設への避難エリア」 

 

 

 

栄町一部 

宮町一丁目 一部 

大通四丁目

大通三丁目 
避難通路 

南町一部

拠点施設への

避難エリア 
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３．一時避難者の想定人数 

（１）避難エリアからの避難者数の想定 

 拠点施設への避難者数は、平日と休日それぞれの昼間人口と夜間人口を、表１のとおり

想定しました。なお、昼間人口は、非労働力人口、未就学者数、在園児数、事業所の従業

員数の合計数です。 

      表１ 避難エリアからの避難者数の想定 

 平 日 休 日 

昼間避難者数 １，５５７人 ６３３人 

夜間避難者数 ６３３人 ６３３人 

（平成２２年国勢調査ほか） 

 

（２）避難エリアからの避難者数のうちの要配慮者数 

 避難エリアの要配慮者1数を「災害時要支援者名簿」等から抽出し、表２のとおり算定し

ました。 

   表２ 避難エリアの要配慮者数 

要配慮者の種別 人数（人）

①高齢者 要介護者 １３ 

②障がい者 身体、知的、精神 ８ 

③乳幼児・妊産婦 ３６ 

合計 ５７ 

①～② 平成２６年２月末現在 

③   平成２６年１２月２５日現在 

 

（３）拠点施設からの避難者数 

 災害発生時に拠点施設を利用している来訪者について、現在の本庁舎への来庁者数や新

施設の入込予想から、表３のとおり算定しました。 

     表３ 拠点施設の利用者想定数 

      

 

 

 

 

 

                                                   
1 要配慮者：高齢者、障がい者、乳幼児、その他の特に配慮を要する者をいう。そのうち、災害発

生時に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、

特に支援を要する者を、避難行動要支援者（災害時要支援者）として名簿をまとめている。

拠点施設は、乳幼児及び妊産婦を含めた「要配慮者」の避難に対して、必要に応じて独立し

た避難スペースを確保できるよう計画する。 

 平 日 休 日 

防災・地域活力創出拠点施設 ８０人 １５０人

本庁舎 ２００人 ‐ 

保健センター ８０人 ‐ 

合 計 ３６０人 １５０人

59



（４）一時避難者の合計数 

 （１）～（３）の結果から、合計数は最大１，９１７人と想定します。施設の必要面積

（受入れ対応分）については、通常の受入れスペースを１㎡／人、要支援者の受入れスペ

ースを３．３㎡／人で算定した結果、最大で２，０４８㎡と算定されます。 

ただし、商業施設の買い物客数、通行人、駅での公共交通機関乗降数、娯楽施設の客数

や駅前などで開催するイベント参加者が拠点施設に避難するとした場合の受入れ対応（本

庁舎の会議室等）もあわせて、検討していきます。 

  表４ 拠点施設の一時避難者数の合計と必要面積   

  ※平日は昼間、休日は夜間の避難者が最大と想定されます。 

 

 

 平 日 休 日 

避難者数 面積 避難者数 面積 

周辺エリアからの 

避難者数 
１，５５７人  ６３３人 

 うち、一般避難者 １，５００人 １，５００㎡ ５７６人 ５７６㎡

 うち、要配慮者 ５７人 １８８㎡ ５７人 １８８㎡

施設利用者 ３６０人 ３６０㎡ １５０人 １５０㎡

合  計 １，９１７人 ２，０４８㎡ ７８３人 ９１４㎡
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資料６ 施設利用需要調査報告書（防災・地域活力創出拠点施設） 

 
調査の概要及び結果 

 

１ 公民館利用者アンケート調査 

実施期間 平成 26年 9 月 19 日～平成 26 年 10 月 3日 

調査対象 

中央公民館、中央公民館分館、千徳公民館、山口公民館、青少年ホーム

を利用している団体・サークル  

計 151 団体（延べ数：１団体で複数施設の利用あり） 

回答数 129 団体（回答率：85.4％） 

調査内容と 

主な結果 

①利用室の広さの希望 

  １．現在の部屋より広い方がよい   16.3% 

  ２．現在の部屋の広さがよい     76.0% 

  ３．狭くてもよい           6.2% 

  ４．無回答・その他          1.5% 

②利用室の床の希望 

                 文化的活動  運動的活動 

  １．素足等で利用できるフロア  37.5%     60.5% 

  ２．土足利用できるフロア    18.8%      0.0% 

  ３．和室             6.3%           7.9% 

  ４．こだわらない        31.3%     26.3% 

  ５．無回答・その他        6.1%           5.3% 

③中心市街地に同様の施設ができた場合の利用見込みについて 

  １．利用してみたい         74.4% 

  ２．利用しないと思う         7.8% 

  ３．どちらともいえない・わからない 17.1% 

  ４．無回答・その他          0.7% 

④子ども一時預かりができた場合の活動中の利用見込みについて 

  １．利用してみたい         27.9% 

  ２．利用しないと思う        24.8% 

  ３．どちらともいえない・わからない 34.9% 

  ４．無回答・その他         12.4% 

⑤活動するうえでの希望・要望（多い順に掲載） 

  ・鏡面の設置/冷暖房の完備/グランドピアノの設置/コピー機の設 

   置/黒板かホワイトボードの設置   ほか 
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２ 音楽スタジオに関する聞き取り調査 

実施期間 平成 26年 10 月 8 日～平成 26 年 11 月 5日 

調査対象 
・市内の音楽スタジオ ３店舗 

・音楽関係者（バンド活動・吹奏楽） 10 代～40 代・８名  

調査内容と 

主な結果 

１．施設（市内店舗） 

        Ａ店      Ｂ店        Ｃ店 

①開館時間 12 時～24時    14 時～24 時    ～22 時 

②料金体制 1500 円/時間/1 室 800 円/2 時間/1 人 ライブ 2,500～ 

                         3,000 円 

③面積   40 ㎡       66 ㎡       50 ㎡ 

２．個人（新施設） 

①利用希望 

  １．利用してみたい       6 人/8 人 

  ２．どちらともいえない     1 人/8 人 

  ３．利用しないと思う      1 人/8 人 

（理由） 

１の場合：イベント前などに予約が取れない/学生は公共施設の方が入

りやすい/駐車場が整備され、機材の運搬が楽/駅に近く便利

２の場合：ピアノを担当しているので、機材がないと利用しない 

３の場合：学校内の練習場所で満足している。 

 

②希望する備品（音楽機材） 

  スピーカー、アンプ、マイク、マイクスタンド、ドラムなど 

③希望するレイアウト  

北上市さくらホールのルーム１(58 ㎡)、ルーム２(38 ㎡) 

レッドホット盛岡（20～30 ㎡） 

 

 

３ 調理スタジオに関する聞き取り調査 

実施期間 平成 26年 10 月 22 日、11 月 11 日 

調査対象 
市内公民館等の調理スタジオを利用しているサークルの代表者  

２団体 

調査内容と 

主な結果 

①活動実態 

  5 人～35 人、月 1回程度 

②交流施設の利用希望 

 どちらともいえない ２団体／２団体 

（理由） 

 ・活動頻度を増やす計画もなく、既存施設で不便が無い。 

 ・施設利用料が発生すると、参加者の負担となる。 
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③その他 

 ・手芸や生け花教室でも調理室を利用できる。 

 ・子どもを預けられる施設があれば、参加者の幅が広がる。 
 

 

４ 子育て支援機能に関する聞き取り調査 

実施期間 平成 26年 11 月 27 日、11 月 28 日 

調査対象 市職員男女（子育て中の者） 11 名  

調査内容と 

主な結果 

（内容） 

・子育て支援機能（諸室）の必要性について 

・現在の子育て環境（市内外の施設や公園など）について 

（結果） 

・駅周辺に子育て支援機能があることは、便利である。 

・必要不可欠ではないが、あれば非常に助かる。施設全体の賑わいを

生むことが期待できるのではないか。 

・利用するとしたら、ある程度の広さや機能が欲しい。また、屋外に

も広場などもあれば楽しい 

・諸室を設けた場合、すくすくランド等の利用者の取り合いが少なか

らず発生するが、相談機能などは、キャトル内に残すべきであり、

一定の利用者は、すくすくランドのような環境を好む可能性もある。

・その他、部屋の広さや形態（オープンスペースか個室か）、設備（ト

イレ、授乳室など）、利用のルールなどについて意見あり。 
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資料７ 市庁舎及び行政組織の配置 

■現在の配置状況 

建 築

年 度

延床面積

(㎡) 
配 置 部 署 

本 館 

（本庁舎） 
S47 5,705.30

総務企画部（総務課、企画課、復興推進課、財政課、 

契約検査課、税務課） 

市民生活部（総合窓口課、環境課、生活課） 

保健福祉部（福祉課、介護保険課） 

産業振興部（水産課） 

都市整備部（建設課、建築住宅課） 

危機管理監（危機管理課）※消防対策課は宮古消防署内 

会計管理者（会計課） 

議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局 

別館(本庁舎) S47 659.68 １階：車庫、２階：財政課運転技士詰所、職員休憩室等 

都市整備部 

第二事務所 
H25 398.47 都市整備部（都市計画課） 

分庁舎 S37 1,667.55
産業振興部（産業支援センター、商業観光課） 

教育委員会事務局（教育研究所ほか） 

田老庁舎 S46 2,451.00 田老総合事務所（地域振興課、住民生活課） 

新里庁舎 S55 2,243.00

産業振興部（農林課） 

新里総合事務所（地域振興課、住民生活課） 

教育委員会事務局 

（総務課、学校教育課、生涯学習課、文化課） 

農業委員会事務局 

川井庁舎 S48 1,415.90 川井総合事務所（地域振興課、住民生活課） 

宮古保健センタ

ー仮設庁舎 
H25 583.20 保健福祉部（健康課） 

上下水道部庁舎

水道庁舎 

管理本館 

水質検査 

センター 

 

S63 

S57 

H6 

709.00

934.57

504.60

上下水道部（生活排水課） 

上下水道部（公営企業）（経営課、施設課） 

 ■供用開始時の配置見込み（本庁舎） 

本庁舎 

総務企画部（総務課、企画課、復興推進課、財政課、契約検査課、税務課） 

市民生活部（総合窓口課、環境課、生活課） 

保健福祉部（福祉課、介護保険課、健康課） 

産業振興部（産業支援センター、商業観光課、農林課、水産課） 

都市整備部（建設課、都市計画課、建築住宅課） 

危機管理監（危機管理課）※消防対策課は宮古消防署内 

会計管理者（会計課） 

教育委員会事務局（総務課、学校教育課、生涯学習課、文化課） 

議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局 

                 ※太字は、建設時に集約を想定する部署です。 
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資料８ 駐車場整備に関する対応例 

 

対応策 メリット デメリット 

①公共交通機関

の利用促進と、

周辺駐車場の活

用 

・事業費を抑えられる。 

・公共交通機関の利用促進につな

がる。 

・敷地に余裕があれば、立体駐車

場を後から整備するなどの2次

的な対策が可能。 

・施設の低層化が可能。（圧迫感

が抑えられ、建設費も安価。）

・施設の利用者が多い日（行事や税申

告等が重なった場合など）に駐車区

画が不足する。 

・周辺の民間施設などに無断駐車する

ことが予測される。 

②立体駐車場の

整備 

・ピロティ構造に比べて安価に対

応が可能。 

・施設の低層化が可能。 

・構造物が増えるため、立体駐車場自

体の維持管理が必要。 

・立体駐車場の建設費がかかる。 

例：60台収容の駐車場を確保するため、

1 層 2 段の立体駐車場を整備した場

合の建設費 

 概算 1．65 億円増額 

③施設の高層化 ・狭い敷地を有効に活用できる。 ・利便性の低下 

・施設の建設費が上がる。 

・低層の建物に比べて、ランドマーク

性を演出できるが、圧迫感がやや大

きい。 

④ピロティ構造

の採用 

・洪水対策につながる 

・災害時に、物資集配・配送場所

として運用できる。 

 

・ピロティ構造にした棟が 1 層分、高

層となり、庁舎の窓口部門もしくは

交流棟のエントランス等を 1 階に配

置できない。 

・建設費が増える。（1 ㎡あたり、25 万

円/㎡程度と試算、建築面積を 2,000

㎡とすると、概算で 5億円増額） 

 

65



資
料

9
　

駐
車

場
利

用
実

態
調

査
表

①
構

造
別

台
数

(
台

)
②

用
途

別
収

容
台

数
(
台

)
利

用
台

数
（

午
前

）
利

用
台

数
（

午
後

）
通

し
自

　
走

　
式

機
　

械
　

式
有

 
 
料

無
　

　
 
 
料

有
 
 
料

無
　

　
 
 
料

有
 
 
料

無
　

　
 
 
料

(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)
(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)
(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)

(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)
(
 
1
)

(
 
2
)

(
 
3
)
(
 
4
)

(
 
5
)

(
 
6
)

(
 
7
)

(
 
8
)

番
号

駐
 
車

 
場

 
名

 
称

平
地

簡
易

ビ
ル

駐
車

地
下

簡
易

ビ
ル

月
時

間
時

間
外

来
業

務
住

戸
荷

捌
そ

の
月

時
間

時
間

外
来

業
務

住
戸

荷
捌

そ
の

月
時

間
時
間

外
来

業
務

住
戸

荷
捌

そ
の

立
体

内
付

場
ビ

立
体

内
付

極
制

制
用

用
用

用
他

極
制

制
用

用
用

用
他

極
制

制
用

用
用

用
他

①
帯

ル
②

帯
制

一
般

外
来

制
一

般
外

来
制

一
般

外
来

用
用

用

1
キ
ャ

ト
ル

立
体

駐
車

場
9
4

9
4

5
1

6
0

2
キ
ャ

ト
ル

平
面

駐
車

場
2
0

2
0

2
0

2
0

3
宮
古

駅
前

駐
車

場
4
8

4
8

3
0

3
5

4
三
井

宮
古

駅
前

リ
パ

ー
ク

2
0

2
0

9
1
2

5
宮
古

駅
東

駐
車

場
6
0

6
0

3
7

4
3

6
生
内

有
料

駐
車

場
6
8

6
8

3
2

3
6

7
キ
ャ

ト
ル

北
駐

車
場

4
8

4
8

3
5

4
0

8
キ
ャ

ト
ル

駐
車

場
4
7

4
7

4
5

4
5

合
　

　
　

計
3
1
1

0
0

9
4

0
0

0
0

0
1
9
6

1
4
2

6
7

0
0

0
0

0
1
4
3

5
1

6
5

0
0

0
0

0
1
6
6

6
0

6
5

0
0

0
0

有
料

時
間

制
一

般
：

料
金

を
支

払
え

ば
誰

で
も

利
用

で
き

る
一

般
駐

車
場

で
料

金
シ

ス
テ

ム
が

表
示

し
て

あ
る

も
の

。

ﾊ
ﾟ
ｰ
ｷ

ﾝ
ｸ
ﾞ
ﾀ

ﾜ
ｰ

有
料

時
間

制
外

来
：

デ
パ

ー
ト

や
シ

ョ
ッ

ピ
ン

グ
セ

ン
タ

ー
等

の
利

用
者

で
、

料
金

シ
ス

テ
ム

が
表

示
し

て
あ

る
も

の
。

商
業

施
設

の
駐

車
場

や
パ

ー
キ

ン
グ

メ
ー

タ
ー

な
ど

「
\
2
,
0
0
0
以

上
お

買
い

上
げ

で
1
時

間
無

　
　

　
　

　
　

　
　

料
」

な
ど

も
あ

て
は

ま
る

。

調
査

日
：

平
成
2
6
年

1
0
月

2
9
日

（
水

）
委

託
調

査
先

：
㈱

千
代

田
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

66



駐
車

場
位

置
図

67



資
料

１
０

　
市

の
財

政
計

画

歳
入

（
単

位
：

百
万

円
）

項
　

　
　

目
H

2
5

H
2
6
(決

算
見

込
)

H
2
7
(予

算
)

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
3

H
3
4

H
35

H
3
6

H
3
7

地
方

税
5
,
0
9
3

5
,
3
7
6

5
,
4
6
3

5
,
3
7
4

5
,
3
2
3

5
,
2
4
3

5
,
1
9
7

5
,
1
5
4

5
,
0
7
2

5
,
0
7
1

5
,
0
7
1

5
,
0
3
1

5
,
0
3
3

う
ち

市
民

税
2
,
3
0
8

2
,
5
8
8

2
,
4
5
6

2
,
3
6
6

2
,
3
1
2

2
,
2
6
0

2
,
2
1
0

2
,
1
6
1

2
,
0
8
8

2
,
0
7
7

2
,
0
6
6

2
,
0
4
6

2
,
0
3
8

う
ち

固
定

資
産

税
2
,
2
1
2

2
,
2
3
0

2
,
4
2
3

2
,
4
4
4

2
,
4
6
5

2
,
4
5
6

2
,
4
7
7

2
,
4
9
9

2
,
4
9
0

2
,
5
0
0

2
,
5
1
1

2
,
4
9
0

2
,
5
0
1

地
方

譲
与

税
等

2
6
1

2
5
3

2
4
3

2
4
3

2
4
3

2
4
3

2
4
3

2
4
3

2
4
3

2
4
3

2
4
3

2
4
3

2
4
3

地
方

交
付

税
1
6
,
8
1
0

1
4
,
8
3
4

1
7
,
1
9
0

1
4
,
1
3
1

1
2
,
5
3
5

1
1
,
4
3
1

1
1
,
4
0
4

1
1
,
3
7
6

1
1
,
1
6
1

1
1
,
0
9
4

1
1
,
0
4
4

1
0
,
9
9
3

1
0
,
9
4
3

普
通

交
付

税
1
1
,
7
8
1

1
1
,
1
7
3

1
0
,
7
5
0

1
0
,
4
9
1

1
0
,
4
5
5

1
0
,
4
3
1

1
0
,
4
2
4

1
0
,
4
1
6

1
0
,
2
0
1

1
0
,
1
3
4

1
0
,
0
8
4

1
0
,
0
3
3

9
,
9
8
3

特
別

交
付

税
5
,
0
2
9

3
,
6
6
1

6
,
4
4
0

3
,
6
4
0

2
,
0
8
0

1
,
0
0
0

9
8
0

9
6
0

9
6
0

9
6
0

9
6
0

9
6
0

9
6
0

国
庫

支
出

金
2
8
,
1
9
9

2
9
,
1
1
0

9
,
4
5
3

5
,
9
2
4

5
,
1
3
7

3
,
9
6
1

3
,
5
4
4

3
,
3
0
7

3
,
3
1
5

3
,
3
2
3

3
,
3
3
0

3
,
3
3
8

3
,
3
4
6

県
支

出
金

9
,
8
8
9

8
,
6
6
6

4
,
6
2
0

2
,
6
5
6

2
,
0
4
1

1
,
8
2
8

1
,
6
5
0

1
,
5
5
8

1
,
5
2
4

1
,
5
9
6

1
,
5
6
4

1
,
5
3
5

1
,
5
6
4

繰
入

金
1
6
,
0
2
5

2
7
,
2
0
2

1
7
,
9
4
3

9
,
2
8
7

4
,
6
8
4

1
,
0
1
5

4
1
7

1
5
2

2
6
4

3
2
3

3
8
8

3
5
5

3
2
5

う
ち

財
政

調
整

基
金

繰
入

7
4
7

3
,
5
0
2

1
,
3
2
4

1
,
4
6
0

1
,
3
6
8

4
4
2

1
7
8

0
1
1
2

1
7
2

2
3
7

2
0
5

1
8
4

う
ち

市
債

管
理

基
金

繰
入

0
0

1
0
0

2
0
0

1
0
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

8
0

う
ち

復
興

基
金

繰
入

2
,
1
8
4

1
,
7
5
1

2
,
3
6
3

2
,
7
8
4

1
,
6
0
8

3
4
2

0
0

0
0

0
0

0
う

ち
教

育
支

援
基

金
繰

入
1
3

1
0

8
8

6
5

5
5

5
4

4
3

3
う

ち
復

興
交

付
金

基
金

繰
入

1
2
,
9
7
4

2
1
,
8
1
2

1
4
,
0
1
5

4
,
7
3
3

1
,
5
1
3

5
7

6
5

0
0

0
0

0
0

繰
越

金
7
,
2
1
9

5
,
5
3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

地
方

債
2
,
2
5
8

3
,
1
4
8

4
,
4
7
3

5
,
8
0
0

5
,
7
3
8

2
,
8
2
0

2
,
6
0
5

1
,
9
8
0

1
,
9
8
0

1
,
9
8
0

1
,
9
8
0

1
,
9
8
0

1
,
9
8
0

う
ち

臨
時

財
政

対
策

債
1
,
1
5
3

3
0
0

7
8
2

5
0
0

5
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

8
0
0

そ
の

他
の

収
入

2
,
4
2
1

2
,
6
5
0

3
,
2
6
4

2
,
2
6
7

2
,
3
3
1

2
,
5
0
3

2
,
5
0
3

2
,
5
5
0

2
,
5
5
6

2
,
5
5
6

2
,
5
5
5

2
,
5
5
4

2
,
5
5
6

歳
入

合
計

8
8
,
1
7
5

9
6
,
7
6
9

6
2
,
6
4
9

4
5
,
6
8
2

3
8
,
0
3
2

2
9
,
0
4
4

2
7
,
5
6
3

2
6
,
3
2
0

2
6
,
1
1
5

2
6
,
1
8
6

2
6
,
1
7
5

2
6
,
0
2
9

2
5
,
9
9
0

歳
出

（
単

位
：

百
万

円
）

項
　

　
　

目
H

2
5

H
2
6
(決

算
見

込
)

H
2
7
(予

算
)

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
3

H
3
4

H
35

H
3
6

H
3
7

義
務

的
経

費
1
3
,
8
0
2

1
4
,
0
6
7

1
4
,
2
5
7

1
4
,
0
3
2

1
3
,
3
3
5

1
3
,
2
0
7

1
2
,
9
6
7

1
3
,
0
0
5

1
3
,
0
9
1

1
3
,
1
8
1

1
3
,
3
3
0

1
3
,
3
0
9

1
3
,
2
6
9

人
件

費
5
,
2
1
4

5
,
4
5
1

5
,
5
3
6

5
,
3
7
8

4
,
9
3
7

4
,
8
3
6

4
,
6
7
4

4
,
6
2
3

4
,
5
9
0

4
,
5
6
1

4
,
5
4
6

4
,
5
4
6

4
,
5
4
6

扶
助

費
4
,
6
0
3

4
,
5
9
6

4
,
7
6
6

4
,
7
6
9

4
,
8
3
4

4
,
8
8
1

4
,
8
3
4

4
,
8
4
8

4
,
8
6
3

4
,
8
7
7

4
,
8
9
1

4
,
9
0
5

4
,
9
1
9

公
債

費
3
,
9
8
5

4
,
0
2
0

3
,
9
5
5

3
,
8
8
5

3
,
5
6
4

3
,
4
9
0

3
,
4
5
9

3
,
5
3
4

3
,
6
3
8

3
,
7
4
3

3
,
8
9
3

3
,
8
5
8

3
,
8
0
4

普
通

建
設

事
業

費
1
8
,
5
6
8

3
5
,
4
2
2

2
4
,
2
8
3

1
4
,
7
5
3

1
1
,
2
6
9

3
,
7
7
1

3
,
1
6
8

2
,
1
2
6

2
,
1
2
6

2
,
1
2
6

2
,
1
2
6

2
,
1
2
6

2
,
1
2
6

災
害

復
旧

事
業

費
1
2
,
3
5
3

1
3
,
8
6
5

8
,
3
2
2

3
,
1
1
0

4
4
0

4
9

0
0

0
0

0
0

0

繰
出

金
3
,
0
0
5

3
,
7
7
6

3
,
7
9
8

2
,
8
9
6

2
,
8
4
6

2
,
8
4
6

2
,
8
4
6

2
,
8
4
6

2
,
8
4
6

2
,
8
4
6

2
,
8
4
6

2
,
8
4
6

2
,
8
4
6

そ
の

他
経

費
3
4
,
9
1
7

2
9
,
6
3
9

1
1
,
9
8
9

1
0
,
8
9
1

1
0
,
1
4
2

9
,
1
7
1

8
,
5
8
2

8
,
3
4
3

8
,
0
5
2

8
,
0
3
3

7
,
8
7
3

7
,
7
4
8

7
,
7
4
9

う
ち

財
政

調
整

基
金

積
立

金
2
,
5
9
1

2
,
1
8
0

3
2

2
2

7
9

2
4
5

2
2

2
1

1
う

ち
市

債
管

理
基

金
積

立
金

2
0

1
8

2
8

4
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

6
0

う
ち

復
興

基
金

積
立

金
1
4
3

2
5
5

7
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
う

ち
教

育
支

援
基

金
積

立
金

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

う
ち

復
興

交
付

金
基

金
積

立
金

7
,
5
7
8

1
4
,
7
0
7

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
う

ち
投

資
及

び
出

資
金

・
貸

付
金

6
9
4

5
8
1

6
1
2

6
1
0

6
1
0

6
1
0

5
7
0

5
7
0

5
7
0

5
7
0

5
7
0

5
7
0

5
7
0

歳
出

合
計

8
2
,
6
4
5

9
6
,
7
6
9

6
2
,
6
4
9

4
5
,
6
8
2

3
8
,
0
3
2

2
9
,
0
4
4

2
7
,
5
6
3

2
6
,
3
2
0

2
6
,
1
1
5

2
6
,
1
8
6

2
6
,
1
7
5

2
6
,
0
2
9

2
5
,
9
9
0

収
支

差
引

5
,
5
3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

68



（
単

位
：

百
万

円
）

項
　

　
　

目
H

2
5

H
2
6
(決

算
見

込
)

H
2
7
(予

算
)

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
3

H
3
4

H
35

H
3
6

H
3
7

財
政

調
整

基
金

残
高

(見
込

)
8
,
6
6
8

7
,
3
4
6

6
,
0
2
4

4
,
5
6
6

3
,
2
0
0

2
,
7
6
0

2
,
6
6
1

2
,
9
0
6

2
,
7
9
5

2
,
6
2
5

2
,
3
9
0

2
,
1
8
6

2
,
0
0
3

市
債

管
理

基
金

残
高

(見
込

)
5
1
4

5
3
2

4
6
0

3
0
0

2
6
0

2
4
0

2
2
0

2
0
0

1
8
0

1
6
0

1
4
0

1
2
0

1
0
0

復
興

基
金

残
高

(見
込

)
8
,
5
8
3

7
,
0
8
7

4
,
7
3
1

1
,
9
5
0

3
4
2

0
0

0
0

0
0

0
0

教
育

支
援

基
金

残
高

(見
込

)
6
8

5
8

5
0

4
2

3
6

3
1

2
6

2
1

1
6

1
2

9
6

4

復
興

交
付

金
基

金
残

高
(見

込
)

2
9
,
6
0
9

2
2
,
5
0
4

8
,
4
9
4

3
,
7
6
1

2
,
2
4
8

2
,
1
9
1

2
,
1
2
6

2
,
1
2
6

2
,
1
2
6

2
,
1
2
6

2
,
1
2
6

2
,
1
2
6

2
,
1
2
6

地
方

債
残

高
(見

込
)

3
5
,
8
6
3

3
4
,
5
9
5

3
5
,
1
1
3

3
7
,
0
2
8

3
9
,
2
0
2

3
8
,
5
3
2

3
7
,
6
7
8

3
6
,
1
2
4

3
4
,
4
6
6

3
2
,
7
0
3

3
0
,
7
9
0

2
8
,
9
1
2

2
7
,
0
8
8

う
ち

臨
時

財
政

対
策

分
1
1
,
7
5
4

1
1
,
3
9
1

1
1
,
4
4
0

1
1
,
1
2
1

1
0
,
7
7
5

1
0
,
7
1
1

1
0
,
6
1
8

1
0
,
5
0
7

1
0
,
3
6
1

1
0
,
2
0
0

1
0
,
0
6
7

9
,
9
7
7

9
,
1
1
1

（
備

考
）

　
　

　
　

4
 
端

数
処

理
の

関
係

で
、

百
万

円
未

満
は

「
0
」

と
し

て
お

り
、

基
金

残
高

の
端

数
調

整
を

し
て

い
る

年
度

が
あ

る
。

　
　

　
　

1
 
普

通
会

計
で

算
定

（
一

般
会

計
・

墓
地

特
別

会
計

・
川

井
地

域
バ

ス
特

別
会

計
）

し
た

。

　
　

　
　

2
 
平

成
2
6
年

度
か

ら
平

成
2
7
年

度
へ

の
繰

越
事

業
及

び
繰

越
金

は
な

い
も

の
と

し
て

算
定

し
た

。

　
　

　
　

3
 
平

成
2
6
年

度
決

算
見

込
は

、
3
月

補
正

(
一

般
会

計
第

1
4
号

、
墓

地
会

計
第

1
号

)
に

、
繰

越
事

業
及

び
今

後
補

正
見

込
額

を
加

算
し

、
予

算
額

で
計

上
し

た
。

69



資料１１ ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務について 

 

 建設生産・管理システムの一つであり、コンストラクションマネージャー（ＣＭＲ）が、技

術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計・発注・施工の各段階において、設計の検

討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の

全部または一部を行うもの 

  

（１）ピュア型（発注者支援型） 

 計画、設計、調達、施工管理など主として発注者が行うマネジメント業務をサポート 

  例：東京都町田市庁舎 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）アットリスク型（発注者代行型） 

 発注者の了承を得ながら、計画、設計、調整、施工管理など発注者業務を代行して実施 

  例：石巻市水産物地方卸売市場石巻売場 建設事業 

 

 

 

 

 

（工事施工） 

建設 

業者 

（調査・設計） 

コンサル 

   

A B C D E 

CMR 

コンストラクションマネージャー 

市町村 

CM 契約 

C

 

建設 
業者 コンサル

（工事施工）（調査・設計）     

A B D E

調査・設計と工事施工の一括発注CM 契約

複数事業、複数地区の一括発注

CMR 
コンストラクションマネージャー 

市町村 
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資料１２ まちづくり市民会議の経過 
 
１ 名称   宮古市中心市街地拠点施設整備事業に関する「まちづくり市民会議」  

 

２ 内容    

（１）課題  現在の市庁舎と宮古駅南側に整備予定の拠点施設を核とした中心市街地地区

（エリア）に、結びつきやつながりを築き活性化を生み出す方策について、ア

イデアを出し合う 

（２）対象  市内在住の概ね高校生から４０歳未満で、まちづくり団体及びグループなど

の構成員ほか 

（３）時期  平成２６年１１月～２７年９月 

（４）方法  課題について共同作業で議論することにより、案を作り上げる「ワーク・シ

ョップ方式」 

（５）反映  住民意向として、宮古市あるいは市民検討委員会などへ提出し、「基本計画」

等の中で反映、検討 

（６）体制  岩手県立大学との地域協働研究（平成２６年１０月２２日採択） 

       弘前大学教育学部住居学研究室と連携（平成２６年１０月２３日協議） 

   

３．開催の経過  

   平成２６年度は、次表のとおり開催しました。平成２７年度も引き続き開催します。 

※ 詳細は、別添「かわら版」を参照 

 

４．参加登録者（平成２７年２月末現在、名簿は省略） 

 ・一般公募          ５名 

 ・学生・生徒（短大、高校） ３０名 

 ・ＮＰＯ等まちづくり団体     ９名 

 ・関係機関、団体ほか    １６名  

 ・市職員           ７名  合計 ６７名（男 ４４名、女 ２３名） 

 

回 日時 会場 内容・テーマ 

１ 11/29(土) 

14:00 ～

17:00 

市役所６階 

大ホール 

講演「まち育てのススメ」弘前大学北原教授 

ワークショップ「中心市街地地区の活性化のアイデア」

２ 12/20(土) 

13:00 ～

16:00 

市役所６階 

大ホール 

ワークショップ「中心市街地地区の活性化（まち育て）

のアイデア」 

３ 1/24(土) 

13:00 ～

16:00 

市役所分庁舎

中心市街地 

ワークショップ「中心市街地地区の活性化 

～冬のみやこ、まち歩きワークショップ」 

４ 2/21(土) 

13:30 ～

16:30 

市役所分庁舎

３階大会議室

ワークショップ「中心市街地地区の活性化    

～まち歩きマップづくりワークショップ」 
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※
こ

の
パ

ー
ス

は
、

イ
メ

ー
ジ

で
あ

り
、

今
後

設
計

を
行

い
、

整
備

内
容

を
具

体
的

に
検

討
し

ま
す

。

自
由
通
路

整
備
（
避
難
通
路
）

イ
メ
ー
ジ
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整
備

計
画

区
域

の
浸

水
深

に
つ

い
て

 

 

 

最
低
地
盤
地

点
 

(
標
高

=
0
.
3)
 

標
高

3
.
8
～

4
.
0
m
 

 １
．

 浸
水

深
の

検
証

に
つ

い
て

 

中
心

市
街

地
の

多
く

は
1

0
0

年
に

1
度

程
度

の
大

雨
に

よ
る

洪
水

で
『

宮
古

市
総

合
防

災
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

』（
平

成
2

0
年

3
月

全
世

帯
配

布
）（

以
下

：
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

）
に

よ
る

と
2

ｍ
か

ら

5
ｍ

の
浸

水
が

想
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
整

備
計

画
区

域
に

お
い

て
、

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
で

想
定

さ
れ

て

い
る

浸
水

深
を

よ
り

具
体

的
に

検
証

す
る

た
め

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

ほ
か

市
内

に
甚

大
な

被
害

を
与

え
た

ア
イ

オ
ン

台
風

（
昭

和
2

3
年

9
月

）
の

被
害

状
況

を
ま

と
め

た
文

献
※
や

当
時

の
痕

跡
を

記
し

た
市

内
各

所
の

浸
水

標
識

か
ら

浸
水

深
を

算
定

し
ま

し
た

。
 

※
（

駒
井

雅
三

 
著

 
伸

び
ゆ

く
宮

古
－

ア
イ

オ
ン

台
風

か
ら

（
昭

和
4

1
年

刊
））

 

           

 

【
図

―
１

：
宮

古
市

総
合

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
（

土
砂

・
洪

水
編

）】
 

 
 

 

２
．

 検
証

の
方

法
と

手
順

 
 

①
 

整
備

計
画

区
域

の
浸

水
深

の
算

定
 

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
で

示
さ

れ
た

浸
水

の
深

さ
2

ｍ
か

ら
5

ｍ
の

範
囲

で
最

低
の

標
高

と
な

る
地

点

を
抽

出
し

、
そ

の
地

点
が

最
大

の
浸

水
深

さ
5

ｍ
に

な
る

と
仮

定
し

た
場

合
、

整
備

計
画

区
域

で
は

ど
の

程
度

の
浸

水
深

に
な

る
の

か
を

算
定

し
ま

す
。

 

②
 

ア
イ

オ
ン

台
風

時
の

浸
水

髙
か

ら
み

た
想

定
浸

水
深

の
妥

当
性

を
検

証
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し
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浸
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に

つ
い

て
、
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イ

オ
ン

台
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の

浸
水

深
の

痕
跡

等
か

ら
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当
性

に
つ

い
て

検

証
し

ま
す

。
 

 

 
 

３
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 検
証

結
果
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＋
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＝
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計
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。
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震
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計
画
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図
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資料１８ 事業の推進方針及び推進体制 

宮古市中心市街地拠点施設整備事業の推進方針 

 
（事業推進の基本姿勢） 
第１ 本事業は、市政の重要な課題の解決を目指すものであることから、宮古市自治基

本条例第４条（参画と協働の原則）、第１４条第２項及び第３項（市政運営の原則）

の規定に基づき、市民とまちづくりの目標を共有し推進するものとする。 
 
（事業推進の基本的考え方） 
第２ 本事業の推進にあたっての基本的な考え方は、次のとおりとする。 
１ 「宮古市総合計画（平成 23～31 年度）」、「新市建設計画（平成 17～26 年度）」「新

市基本計画（平成 22～31 年度）」並びに「宮古市東日本大震災復興計画（平成 23～31

年度）」のほか、関連する各種計画等との整合を図り推進する。 

２ 東日本大震災を教訓に、①防災や災害対応の拠点を見直すこと、②人口減少社会 

の進行の中で将来的な行政コストを見据えた適切な行政機能と規模を検討すること、 

③復興後のまちづくりにおける新たな市民サービスに対応していくこと、を拠点施設 

整備の主眼として検討する。 

３ 「宮古市公共施設再配置計画」に先行して「被災公共施設再配置方針」を基本とし

て推進する。 

４ 基本構想及び基本計画等の事業計画の検討にあたっては、宮古市参画推進条例の規 
定に基づき、市民の参画により立案する。 

 
（事業の推進体制） 
第３ 事業の推進体制は、次のとおりとする。（別紙、推進体制図のとおり） 
１ 市民参画 
 (1) 基本構想及び基本計画等の基本的事項を検討するため、宮古市中心市街地拠点 

施設市民検討委員会を設置する。 
(2) 市民の意識を把握するため、市民意識調査を実施するとともに、計画等の検討経

過について公表するものとする。 

２ 庁内体制 
 (1) 基本構想及び基本計画等の原案検討のため、宮古市中心市街地拠点施設整備検

討委員会を設置する。 
(2) 基本構想及び基本計画等の基本的事項の検討及び調整は、事業を所管する関係

部局等と連携して行うものとする。特に、津波復興拠点整備事業の担当課（都市

計画課）及び建築事業総括の担当課（建築住宅課）との連携を密にする。 
 
（事業推進の手順） 
第４ 基本構想及び基本計画等の策定の手順は、次のとおりとする。 
 宮古市中心市街地拠点施設市民検討委員会の検討事項（所掌事項）の報告に基づき、

宮古市中心市街地拠点施設整備検討委員会での原案作成及び宮古市経営会議における

審議決定により、市民の参画及び議会との意見交換を経て、市長決裁により策定する。 
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資料１９ 事業の検討組織 

 

宮古市中心市街地拠点施設市民検討委員会要綱 
平成２６年５月２８日  

告示第１０３号  

 

（設置） 

第１条 宮古市中心市街地拠点施設整備事業に関する基本構想及び基本計画について検討

するため、宮古市中心市街地拠点施設市民検討委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員２５人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

する。 

 (1) 学識経験を有する者 
 (2) 関係機関及び各種団体の代表者又は職員 
 (3) 公募による者 

 (4) その他市長が必要と認める者 
 （委員の任期） 
第３条 委員の任期は、第１条の規定による検討が終了したときまでとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、市長が招集する。 

２ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 （意見の聴取） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を

求めることができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。 

（補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 
 この告示は、平成２６年５月２８日から施行する。 
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（要綱第２条関係） 

宮古市中心市街地拠点施設市民検討委員会委員名簿 

№ 選出区分 所 属 名 称 職  名 氏  名 

１ 学識経験者 弘前大学教育学部 教授 北原
きたはら

 啓司
け い じ

 

２ 関係機関 宮古商工会議所 会頭 花坂
はなさか

 康太郎
こうたろう

 

３ 関係機関 一般社団法人宮古観光文化交流協会 会長 澤田
さ わ だ

 克司
か つ じ

 

４ 関係機関 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会 会長 赤沼
あかぬま

 正清
まさきよ

 

５ 関係機関 一般社団法人陸中宮古青年会議所 青少年交流委員会委員長 太
ふと

長根
な が ね

 理
り

会
え

子
こ

 

６ 関係機関 宮古市芸術文化協会 会長 小野寺
お の で ら

 文
ふみ

雄
お

 

７ 関係機関 一般社団法人宮古医師会 理事 内田
う ち だ

 瑛子
え い こ

 

８ 各種団体 宮古地域自治区（重茂漁業協同組合） （女性部長） 盛合
もりあい

 敏子
と し こ

 

９ 各種団体 田老地域自治区（田老地域協議会） （会長） 林
はやし

本
もと

 卓男
た く お

 

10 各種団体 新里地域自治区（新里地域協議会） （会長） 中野
な か の

 正隆
まさたか

 

11 各種団体 川井地域自治区（川井地域協議会） （会長） 伊藤
い と う

 和
かず

榮
えい

 

12 各種団体 宮古市消防団 団長 山下
やました

 修
しゅう

治
じ

 

13 各種団体 末広町商店街振興組合 理事長 佐
さ

香
こう

 英一
えいいち

 

14 各種団体 中央通商店街振興組合 理事長 高橋
たかはし

 雅之
まさゆき

 

15 各種団体 宮古市町内自治会連合会 会長 横田
よ こ た

 大
だい

樹
じゅ

 

16 各種団体 宮古市地域婦人団体協議会 会長 鈴木
す ず き

 光子
み つ こ

 

17 各種団体 宮古市ＰＴＡ連合会 理事 上野
う え の

 けい子
け い こ

 

18 各種団体 昭和通りのおかみさんもてなしたい 隊長 佐々木
さ さ き

 慶子
け い こ

 

19 公 募   岩田
い わ た

 博子
ひ ろ こ

 

20 公 募   金野
こ ん の

 侑
ゆう

 

21 その他 東日本旅客鉄道㈱盛岡支社宮古駅 宮古駅長 平
ひら

藤
ふじ

 一
かず

氏
し

幸
こう

 

22 その他 ㈱三陸鉄道 代表取締役社長 望月
もちづき

 正彦
まさひこ

 

                      （平成２６年７月２２日設置、敬称略） 
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宮古市中心市街地拠点施設整備検討委員会要綱 

 

（設置） 

第１条 宮古市中心市街地拠点施設整備事業（以下「整備事業」という。)を総合的

かつ効果的に推進するため、宮古市中心市街地拠点施設整備検討委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）整備事業の計画等の策定に係る検討に関すること。 

（２）その他、整備事業の計画等の策定に関し必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は総務企画部長、副委員長は企画課長をもって充てる。 

３ 委員は、別に定める職員をもって充て、委員長が指名する。 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

（専門部会） 

第６条 計画等の策定に係る検討に必要な調査、企画、資料の取りまとめ等を行わせ

るため、委員会に専門部会（以下「部会」という。）を置き、各部会の名称及び構

成は、別に定める。 

２ 部会は、市の関係課担当長、その他必要な職員で構成する。 

３ 部会に、部会長及び副部会長を置く。 

４ 部会は、必要に応じて新たに設置あるいは廃止することができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の事務局は、総務企画部企画課に置く。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２６年５月２３日から施行する。 
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宮古市中心市街地拠点施設整備事業 

（委員会要綱第３条関係）宮古市中心市街地拠点施設整備検討委員会構成員 

№ 選出区分 所属・職名 氏 名 

１ 委員長 総務企画部長 佐藤 廣昭 

２ 副委員長 総務企画部 企画課長 山崎 政典 

３ 委 員 総務企画部 総務課長 野崎 仁也 

４ 委 員 総務企画部 復興推進課長 滝澤 肇 

５ 委 員 総務企画部 財政課長 菊池 廣 

６ 委 員 市民生活部 総合窓口課長 大森 裕 

７ 委 員 市民生活部 生活課長 佐藤 裕子 

８ 委 員 保健福祉部 福祉課長 松舘 仁志 

９ 委 員 保健福祉部 介護保険課長 三浦 吉彦 

10 委 員 保健福祉部 健康課長 松舘 喜久子 

11 委 員 産業振興部 産業支援センター所長 中嶋 良彦 

12 委 員 産業振興部 商業観光課長 下島野 悟 

13 委 員 都市整備部 建設課長 箱石 文夫 

14 委 員 都市整備部 都市計画課長 中村 晃 

15 委 員 都市整備部 建築住宅課長 松下 寛 

16 委 員 危機管理監 危機管理課長 戸由 忍 

17 委 員 教育委員会事務局 総務課長 中嶋 巧 

18 委 員 教育委員会事務局 学校教育課長 妻田 篤 

19 委 員 教育委員会事務局 生涯学習課長 伊藤 重行 

20 委 員 上下水道部 経営課長 飯岡 健志 

21 委 員 議会事務局 事務局次長 佐々木 純子 

（委員会要綱第６条関係）宮古市中心市街地拠点施設整備検討委員会専門部会構成員 

№ 部会名 構成課所等名（◎部会長、○副部会長） 備  考 

１ 
地域防災部会

◎危機管理課、○消防対策課、生活課、上下水道部施

設課 

防災拠点施設、防災システ

ム 

２ 
市民協働部会

企画課、◎生活課、福祉課、介護保険課、商業観光課、

○生涯学習課  

地域活力創出拠点施設 

３ 保健福祉部会 ○福祉課、介護保険課、◎健康課  被災公共施設機能回復 

４ 市民窓口部会 ○税務課、◎総合窓口課、生活課、福祉課、健康課 行政機能集約・効率化 

５ 

 
建設環境部会

○復興推進課、環境課、◎建設課、都市計画課、建築

住宅課、上下水道部施設課、財政課 

拠点施設建設・拠点環境整

備 

６ 議会協働部会 ◎議会事務局、○企画課 議会及び議会事務局機能 

７ 
施設活用部会

企画課、◎財政課、産業支援センター、○商業観光課、

都市計画課 

現有施設及び跡地利活用 

８ 
総務情報部会

◎総務課、企画課、復興推進課、○財政課、都市計画

課、教育委員会総務課、学校教育課  

総合調整（行政機能集約・

効率化）、情報システム 

＊ その他 必要に応じて、新たな部会を置くことができる。  

（平成２６年９月５日現在、必要に応じて、委員長が指名あるいは設置する。） 
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資料２０ 主な取組経過 

 

市民関係 

時 期 会議等の名称 内  容 

平成 26年 4 月 23 日 中心市街地復興

まちづくり事業

説明会 

まちづくり検討会のメンバーを対象に、津波

復興拠点整備事業の概要説明 

平成 26年 5 月 20 日
宮古商工会議所

議員懇談会 

中心市街地地区津波復興拠点整備事業等の

まちづくり事業について説明 

平成 26年 5 月 26 日

・27 日・29 日・30 日

市民説明会 

（宮古、田老、新

里、川井の 4 会

場） 

中心市街地地区津波復興拠点整備事業につ

いて説明 

平成 26年 7 月 8日 市民説明会 

中心市街地地区津波復興拠点整備事業・都市

計画案について説明 

 

平成 26年 8 月 5日 都市計画審議会 

宮古都市計画一団地の津波防災拠点市街地

形成施設（中心市街地地区）の決定について

審議 

平成 26年 8 月 15 日

～9 月 1日 

市民アンケート 

調査 

市役所の利用実態及び利用に関する市民の

満足度やニーズの把握 

平成 26年 11月 29日
第１回市民ワー

クショップ 

講演「まち育てのススメ」弘前大学北原教授

ワークショップ「中心市街地地区の活性化の

アイデア」 

平成 26年 12月 20日
第２回市民ワー

クショップ 

ワークショップ「中心市街地地区の活性化

（まち育て）のアイデア」 

平成 27年 1 月 24 日
第３回市民ワー

クショップ 

ワークショップ「中心市街地地区の活性化

（まち育て）のアイデア」 

平成 27 年 2 月 15 日

～3 月 6日 

パブリックコメ

ント 
基本計画（案）に対しての市民意見公募 

平成 27 年 2 月 16 日

～2 月 27日 

市民説明会 

（本庁舎、崎山、

花輪、津軽石、重

茂、田老、新里、

川井の 8会場） 

基本計画（案）について説明 

平成 27年 2 月 21 日
第４回市民ワー

クショップ 

ワークショップ「中心市街地地区の活性化

（まち育て）のアイデア」 
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宮古市中心市街地拠点施設市民検討委員会 

時 期 会議等の名称 検 討 課 題 

平成 26年 7 月 22 日
第１回市民検討

委員会 

１ 委嘱状交付 

２ 委員長、副委員長の選任 

３ 基本構想（案）について 

４ 基本計画の策定について 

平成 26年 8 月 27 日
第２回市民検討

委員会 
基本構想(案)について 

平成 26年 10月 17日
第３回市民検討

委員会 

１ 基本構想(案)について 

２ 市民アンケート調査の結果について 

平成 26年 11月 19日
第４回市民検討

委員会 

１ 基本計画（骨子）について 

２ 市民ワークショップの開催について 

平成 26年 12月 19日
第５回市民検討

委員会 
基本計画(案)について 

平成 27年 1 月 23 日
第６回市民検討

委員会 
基本計画(案)について 

平成 27年 2 月 12 日
第７回市民検討

委員会 
基本計画(案)について 

平成 27年 3 月 20 日
第８回市民検討

委員会 
基本計画(案)について 

 

 

 

議会関係 

時 期 会議等の名称 内  容 

平成 25年 10 月 3 日 議員全員協議会 
事業の目的、進め方（都市計画決定、用地取

得、施設整備等）を説明 

平成 26年 3 月 12 日 議員全員協議会 
都市計画区域設定の見直し、施設の現状と課

題及び整備の基本的な考え方を説明 

平成 26年 6 月 13 日 議員全員協議会 

事業の推進方針、基本構想及び基本計画の策

定方針、市民検討委員会の設置方針、市民ア

ンケート調査の実施方針について説明 

平成 26年 11月 26日 議員全員協議会 
基本構想、基本計画の契約状況等について説

明 

平成 27年 2 月 13 日 議員全員協議会 基本計画（案）について説明 

平成 27年 3 月 10 日 議員全員協議会 基本計画（案）について説明 
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庁内関係 

時 期 会議等の名称 内  容 

平成 26年 4 月 25 日 経営会議 
事業の推進方針、推進体制、スケジュール等

について審議決定 

平成 26年 6 月 2日 整備検討委員会 
基本構想（案）及び基本計画の策定方針等に

ついて検討 

平成 26年 6 月 6日 経営会議 
基本計画等の策定方針（案）を審議 

 

平成 26年 7 月 4日 
整備検討委員会

専門部会（合同）

専門部会の検討課題、部会の進め方について

確認 

平成 26年 7 月 24 日 整備検討委員会 
基本構想(案)及び基本計画の策定等につい

て検討 

平成 26年 8 月 7日・

8 日 

整備検討委員会

専門部会 
検討課題の確認及び検討 

平成 26年 8 月 8日 経営会議 
市民検討委員会の開催状況、市民アンケート

調査などの確認 

平成 26年 8 月 26 日 整備検討委員会 基本構想(案)について検討 

平成 26年 9 月 3日・

4 日 

整備検討委員会

専門部会 
検討課題の確認及び検討 

平成 26年 10月 14日 経営会議 
市民アンケート調査の結果、市民参画、基本

構想策定に向けた進め方について説明 

平成 26年 10月 20日 整備検討委員会 
基本構想(案)について検討 

市民アンケート調査の結果について 

平成 26 年 10 月 28

日・29 日 

整備検討委員会

専門部会 
検討課題の確認及び検討 

平成 26年 11 月 4 日 経営会議 基本構想の策定について審議 

平成 26年 11月 27日 経営会議 
基本計画の検討概要、策定スケジュールにつ

いて説明 

平成 26年 12 月 2 日 整備検討委員会 基本計画（案）について検討 

平成 27年 1 月 8日 整備検討委員会 基本計画（案）について検討 

平成 27年 2 月 2日 経営会議 基本計画（案）について検討 

平成 27年 2 月 5日 整備検討委員会 基本計画（案）について検討 

平成 27年 3 月 16 日 経営会議 基本計画（案）について検討 
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